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告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号

理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
第
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
講
習
会
を
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
と
し
て
指
定
し
た
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

講
習
会
の
主
催
者

名

称

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

所
在
地

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号

二

講
習
会
の
開
催
期
間

令
和
三
年
二
月
十
五
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
三
月
一
日
（
月
曜
日
）
ま
で

三

講
習
会
の
開
催
場
所

山
口
市
吉
敷
下
東
三
丁
目
一
番
一
号

山
口
県
総
合
保
健
会
館

四

講
習
会
の
受
講
料

一
万
六
千
円

山
口
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号

美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

講
習
会
を
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
と
し
て
指
定
し
た
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

講
習
会
の
主
催
者

名

称

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

所
在
地

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号

二

講
習
会
の
開
催
期
間

令
和
三
年
二
月
十
五
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
三
月
一
日
（
月
曜
日
）
ま
で

三

講
習
会
の
開
催
場
所

山
口
市
吉
敷
下
東
三
丁
目
一
番
一
号

山
口
県
総
合
保
健
会
館

四

講
習
会
の
受
講
料

一
万
六
千
円公

告

（
二
二
六
）
令
和
二
年
度
山
口
県
補
正
予
算
の
要
領
の
公
表

令
和
二
年
九
月
山
口
県
議
会
定
例
会
で
議
決
さ
れ
た
令
和
二
年
度
山
口
県
補
正
予
算
の
要
領
は
、
次

の
と
お
り
で
す
。

一
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令
和
二
年
十
月
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

令
和
⚒
年
度
山
口
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
⚕
号
）

令
和
⚒
年
度
山
口
県
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
⚕
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
⚑
条
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
17,900,402千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出

予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
1,029,544,145千

円
と
す
る
。

⚒
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出

予
算
の
金
額
は
、
「
第
⚑
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

（
地
方
債
の
補
正
）

第
⚒
条
地
方
債
の
追
加
及
び
変
更
は
、
「
第
⚒
表
地
方
債
補
正
」
に
よ
る
。

第
⚑
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正

（
単
位
千
円
）

歳
入

款
項

補
正
額

補
正
前
の
額

計
⚗
分
担
金
及
び
負
担

金
7,117

3,840,677

3,847,794

⚒
負

担
金

7,117

3,598,733

3,605,850

⚙
国
庫
支
出
金

15,864,172

117,937,950

133,802,122

⚑
国
庫
負
担
金

2,683,212

34,718,101

37,401,313

⚒
国
庫
補
助
金

13,180,960

80,930,709

94,111,669

13繰
越

金

18,113

4,257,000

4,275,113

⚑
繰

越
金

18,113

4,257,000

4,275,113

15県
債

2,011,000

67,929,000

69,940,000

⚑
県

債

2,011,000

67,929,000

69,940,000
歳

入
合

計
17,900,402

1,011,643,743
1,029,544,145

歳
出

款
項

補
正
額

補
正
前
の
額

計
⚒
総

務
費

1,528,231

32,937,315

34,465,546

⚑
総
務
管
理
費

586,255

14,830,322

15,416,577

⚒
企
画
調
整
費

432,571

8,692,993

9,125,564

⚓
徴

税
費

509,405

5,478,381

5,987,786

⚓
民

生
費

2,508,787

107,127,123

109,635,910

⚑
社
会
福
祉
費

2,321,306

83,682,301

86,003,607

⚔
児
童
福
祉
費

187,481

22,361,424

22,548,905

⚔
衛

生
費

6,107,952

36,943,212

43,051,164

⚑
公
衆
衛
生
費

5,981,300

16,524,375

22,505,675

⚔
環
境
衛
生
費

116,010

2,566,766

2,682,776

⚗
保
健
所
費

1,072

2,180,350

2,181,422

⚘
医

薬
費

9,570

13,862,485

13,872,055

⚕
労

働
費

165,400

2,684,707

2,850,107

⚑
労

政
費

35,400

724,053

759,453

⚓
失
業
対
策
費

130,000

450,174

580,174

⚖
農
林
水
産
業
費

554,407

37,603,793

38,158,200

⚑
農

業
費

550,395

11,491,479

12,041,874

⚓
農

地
費

4,012

12,250,383

12,254,395

⚗
商

工
費

359,939

344,334,342

344,694,281

⚑
商

業
費

71,236

3,996,794

4,068,030

⚒
工
鉱
業
費

90,419

337,638,436

337,728,855

⚓
観

光
費

198,284

2,699,112

2,897,396

⚘
土

木
費

909,905

76,152,248

77,062,153

⚑
管

理
費

10,805

6,778,539

6,789,344

⚒
道
路
橋
り
ょ
う

費

130,000

30,898,798

31,028,798

⚓
河
川
海
岸
費

748,100

21,998,157

22,746,257

⚕
都
市
計
画
費

21,000

4,441,834

4,462,834

10教
育

費

1,832,781

144,977,611

146,810,392

⚑
教
育
総
務
費

339,687

24,684,509

25,024,196

⚔
高
等
学
校
費

654,436

25,308,168

25,962,604

⚗
特
別
支
援
学
校

費

171,641

12,577,485

12,749,126

⚙
保
健
体
育
費

37,017

627,152

664,169

11学
事

費

630,000

10,360,736

10,990,736

11災
害
復
旧
費

3,933,000

6,029,461

9,962,461

⚒
土
木
施
設
災
害

復
旧
費

3,933,000

4,395,654

8,328,654

歳
出

合
計

17,900,402
1,011,643,743

1,029,544,145
第
2
表
地
方
債
補
正

（
単
位
千
円
）

⚑
追

加

二
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起
債

の
目

的
限
度
額

起
債
の
方
法

利
率

償
還

の
方

法

都
市
施
設
災
害
復
旧
事
業

11,000証
書
借
入
又
は

証
券
発
行

年
8.0％

以
内

た
だ
し
、
利

率
見
直
し
方
式

で
借
り
入
れ
る

資
金
に
つ
い

て
、
利
率
の
見

直
し
を
行
っ
た

後
に
お
い
て

は
、
当
該
見
直

し
後
の
利
率
に

よ
る
。

元
利
均
等
半
年
賦
又
は
元
金

均
等
半
年
賦
30年
以
内

た
だ
し
、
特
別
の
も
の

は
、
借
入
先
と
協
議
し
て
定

め
る
条
件
に
よ
る
。

計
11,000

⚒
変

更

起
債
の
目
的

補
正

前
補

正
後

限
度
額

起
債
の

方
法
利
率

償
還
の

方
法

限
度
額

起
債
の

方
法
利
率

償
還
の

方
法

単
独
河
川
改
修
事
業

1,338,000証
書
借

入
又
は

証
券
発

行

年
8.0％

以
内ただ
し
、

利
率
見
直

し
方
式
で

借
り
入
れ

る
資
金
に

つ
い
て
、

利
率
の
見

直
し
を

行
っ
た
後

に
お
い
て

は
、
当
該

見
直
し
後

の
利
率
に

よ
る
。

元
利
均
等

半
年
賦
又

は
元
金
均

等
半
年
賦

30年
以
内

た
だ
し
、

特
別
の
も

の
は
、
借

入
先
と
協

議
し
て
定

め
る
条
件

に
よ
る
。

1,488,000証
書
借

入
又
は

証
券
発

行

年
8.0％

以
内ただ
し
、

利
率
見
直

し
方
式
で

借
り
入
れ

る
資
金
に

つ
い
て
、

利
率
の
見

直
し
を

行
っ
た
後

に
お
い
て

は
、
当
該

見
直
し
後

の
利
率
に

よ
る
。

元
利
均
等

半
年
賦
又

は
元
金
均

等
半
年
賦

30年
以
内

た
だ
し
、

特
別
の
も

の
は
、
借

入
先
と
協

議
し
て
定

め
る
条
件

に
よ
る
。

自
然
災
害
防
止
事
業
（
河

川
)

151,000

551,000
単
独
砂
防
改
良
事
業

64,000

82,000

自
然
災
害
防
止
事
業
（
砂

防
)

402,000

438,000

単
独
都
市
公
園
整
備
事
業

47,000

65,000

土
木
現
年
補
助
災
害
復
旧

事
業

1,094,000

2,261,000

土
木
現
年
単
独
災
害
復
旧

事
業

70,000

281,000

計

3,166,000

5,166,000

（
二
二
七
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

健
康
福
祉
部
健
康
増
進
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

契
約
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
薬
（
オ
セ
ル
タ
ミ
ビ
ル
リ
ン
酸
塩
製
剤
75
㎎
）

三
千
六
百
三
十

箱
三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
九
月
七
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

中
外
製
薬
株
式
会
社

東
京
都
北
区
浮
間
五
丁
目
五
番
一
号

六

契
約
金
額

六
千
五
百
二
十
万
五
千
六
百
九
十
円

七

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
た
め

八

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

（
二
二
八
）
地
域
森
林
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
森
林
計

画
区
に
係
る
民
有
林
に
つ
い
て
、
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
当
該
変
更
に
係
る
地
域
森
林
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
企
画
課
、
山
口
県
山
口
農
林
水
産
事
務
所
及
び
山
口
県
美
祢
農
林
水
産

事
務
所

二

縦
覧
の
期
間

令
和
二
年
十
月
十
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
二
日
ま
で

二
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（
二
二
九
）
地
域
森
林
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
岩
徳
森
林
計

画
区
に
係
る
民
有
林
に
つ
い
て
、
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
当
該
変
更
に
係
る
地
域
森
林
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
企
画
課
、
山
口
県
岩
国
農
林
水
産
事
務
所
、
山
口
県
柳
井
農
林
水
産
事

務
所
及
び
山
口
県
周
南
農
林
水
産
事
務
所

二

縦
覧
の
期
間

令
和
二
年
十
月
十
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
二
日
ま
で

（
二
三
〇
）
地
域
森
林
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
豊
田
森
林
計

画
区
に
係
る
民
有
林
に
つ
い
て
、
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
当
該
変
更
に
係
る
地
域
森
林
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
企
画
課
、
山
口
県
下
関
農
林
事
務
所
及
び
山
口
県
長
門
農
林
水
産
事
務

所
二

縦
覧
の
期
間

令
和
二
年
十
月
十
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
二
日
ま
で

（
二
三
一
）
地
域
森
林
計
画
の
変
更
の
案
の
縦
覧

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
萩
森
林
計
画

区
に
係
る
民
有
林
に
つ
い
て
、
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
当
該
変
更
に
係
る
地
域
森
林
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
企
画
課
及
び
山
口
県
萩
農
林
水
産
事
務
所

二

縦
覧
の
期
間

令
和
二
年
十
月
十
三
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
二
日
ま
で

（
二
三
二
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

下
松
市
大
字
切
山
字
長
尾

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

下
松
市
美
里
町
三
丁
目
九
番
六
号

株
式
会
社
ス
マ
イ
エ

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の

名
称

代
表

者
会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

そ
の
他
の

事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

氏
名
公
職
の
種
類

立
憲
民
主
党

山
口
県
第
１

区
総
支
部

大
内
一
也
衆
議
院
議
員
岩
本

晋
周
南
市
月
丘
町
１
番
５
号

政
治
資
金
規

正
法
第
19条

の
７
第
１
項

第
１
号
に
係

る
国
会
議
員

関
係
政
治
団

体

令
和
２
、
９
、
28

四
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立
憲
民
主
党

山
口
県
第
３

区
総
支
部

坂
本
史
子
〃

藤
本
エ
イ
子
宇
部
市
錦
町
９
番
４
号

〃
〃

〃
〃

政
治
団
体
の

名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
の
事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

明
日
の
山
口
県
を

創
る
会

片
山
德
五
郎
藤
原
賢
一
宇
部
市
大
字
西
岐
波
4705

令
和
２
、

９
、
16

伊
村
渉
後
援
会

伊
村

渉
松
原
行
夫
熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
麻

郷
3658の

４
〃
〃
30

上
田
修
一
後
援
会
家
永
良
恵
柴
田
博
之
防
府
市
南
松
崎
町
10番
38

号
〃
〃
11

お
か
ざ
き
な
み
子

後
援
会

岡

南
海
子
岡

南
海
子
熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
下

田
布
施
3119の

１
〃
〃
10

落
合
祥
二
後
援
会
落
合
祥
二
落
合
弘
子
〃

〃
大
字
上

田
布
施
131の

11
〃
〃
２

桑
原
一
吉
後
援
会
桑
原
一
吉
桑
原
一
吉
大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字

浮
島
86の
３

〃
〃
４

白
鳥
の
り
こ
後
援

会
白
鳥
法
子
白
鳥
啓
子
〃

〃
大
字

日
前
1992

〃
〃
９

砂
田
ま
さ
か
ず
後

援
会

河
合
義
博
砂
田
京
子
〃

〃
〃

1720
〃
〃
15

山
根
こ
う
じ
後
援

会
島
津
幸
男
大
野
丈
博
〃

〃
大
字

油
良
813

〃
〃
11

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

久
保
潤
爾
後
援
会

久
保
玄
爾
代
表
者
久
保
玄
爾

藤
谷
義
信

令
和
２
、

９
、
30

わ
せ
だ
ま
ゆ
み
後
援
会

松
岡
清
司
〃

松
岡
清
司

今
田
輝
義

〃
〃
３

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散

年
月
日

国
民
民
主
党
山
口
県
総
支

部
連
合
会

加
藤
寿
彦
小
田
村
克
彦
山
口
市
中
央
５
丁
目
８
番
12号

令
和
２
、

９
、
11

国
民
民
主
党
山
口
県
第
３

区
総
支
部

〃
三
浦

渉
宇
部
市
北
琴
芝
２
丁
目
17番
30号

〃
〃
〃

国
民
民
主
党
山
口
県
第
２

区
総
支
部

秋
野
哲
範
藤
岡
芳
子
光
市
島
田
４
丁
目
１
番
30号

〃
〃
〃

国
民
民
主
党
山
口
県
第
４

区
総
支
部

酒
本
哲
也
加
藤
寿
彦
下
関
市
上
田
中
町
４
丁
目
１
番
６
号

〃
〃
〃

立
憲
民
主
党
山
口
県
第
３

区
総
支
部

坂
本
史
子
藤
本
エ
イ
子
宇
部
市
錦
町
９
番
４
号

〃
〃
14

立
憲
民
主
党
山
口
県
連
合
〃

盛
重
耕
二
山
口
市
中
央
１
丁
目
４
番
５
号

〃
〃
〃

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

が
あ
っ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
二
年
十
月
十
三
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金

管
理

団
体

備
考

(

)

指
定

年
月
日

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
の
氏
名

落
合
祥
二
田
布
施
町
議

会
議
員

落
合
祥
二
後
援
会
熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
上
田
布

施
131の

11
落
合
祥
二
令
和
２
、

９
、
１

四
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令
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二
年
十
月
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三
日
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令
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二
年
十
月
十
三
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


